
登記手続案内の予約制について
１ 登記申請手続につきましては、本ホームページの「不動産登記申請手続」
又は「商業・法人登記申請手続」から、登記申請書の様式や添付書類、作成
方法をご覧ください。

２ 上記１の情報をご覧いただいた上で、ご不明な点がある場合は、登記手続
案内をご利用ください。ただし、登記手続案内は、予約制となりますので、
最寄りの法務局に電話（本局はウェブでも対応）でお申し込みください。
※ 会社・法人の登記に関する登記手続案内は、登記部門において予約を
承っています。

３ 登記手続案内は、登記申請手続の一般的な説明のみとなります。
個別事案のご相談、登記申請書類の作成を補助するような助言、作成後の

確認などは行いませんので、ご了承願います。

４ ご自身で登記申請書類を作成することが難しい場合は、司法書士又は土地
家屋調査士に登記申請手続を依頼することができます（有償）。

庁 名 実 施 日 所在・電話番号

登 記 部 門 月 ～ 金
宮崎市別府町１番１号
（０９８５）２２－５１２４

都 城 支 局 月・水・金
都城市上町２街区１１号
（０９８６）２２－０４９０

延 岡 支 局 月 ～ 金
延岡市大貫町一丁目２９１５番地
（０９８２）３３－２１７９

日 南 支 局 火 ・ 木
日南市飫肥三丁目６番２号
（０９８７）２５－９１２５

高 鍋 出 張 所 火 ・ 木
高鍋町大字上江字高月８３４０番地
（０９８３）２３－０３５２

小 林 出 張 所 火 ・ 木
小林市細野２６６番地１
（０９８４）２３－３２１１

※ これまでの「登記相談」は，審査機関としての本来の役割，法に基づく対応可能な範囲など
を精査し，令和２年９月１日から「登記手続案内」に対応を改めています。
ご理解とご協力をお願い申し上げます。



登記手続案内のご利用について

① 電話（本局はウェブでも対応）で
予約

② ご利用は、登記申請を予定するご
本人
※ やむを得ない事情があれば親族等

も可
③ １組につき２０分

登記申請書類は、ご自身で作成する
か、司法書士又は土地家屋調査士に依
頼することができます（有償）。

宮崎県司法書士会の電話相談
平日（9時～12時,13時～16時）
☎０１２０－９６９－６５７

お待たせせずスムーズ！ ウェブによる手続案内

登記申請書はご自身で作成

登記手続案内を利用されるお客様へ

登記手続案内を利用される前に、必ず「法務局ホームページ」に掲載して
いる登記申請書の様式や添付書類、作成方法をご覧ください。

まずはホームページをご覧ください

不動産の
登記申請

商業・法人の
登記申請

クリック

クリックすると「法務局ホームページ」に移動します

① 登記申請書の様式
② 添付書類 の案内
③ 一般的な作成方法

※ 難易度が高い登記申請は、様式が
ない場合があり、類似の様式で一般
的な説明を差し上げます。

説明が可能な範囲

クリックすると「法務局手続案内
予約サービス」に移動します

クリック

クリック

https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/touki1.html
https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/touki2.html
https://www.legal-ab.moj.go.jp/houmu.home-t/top/portal_initDisplay.action

